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           こ の 資 料 の み か た                                                  

 

 Ⅰ  保険給付関係  

 

１．療養の給付 

  被保険者の疾病および負傷に対して、保険医療機関等から直接に医療という現物を

もって給付することをいう。診療費（入院、入院外、歯科）と調剤の支給額の合計で

ある。 

２．入院時食事療養費・入院時生活療養費 

  被保険者が保険医療機関等で食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用

について、被保険者が負担する標準負担額を除いた額を入院時食事療養費として支給

することをいう。なお、平成１８年１０月からは、療養病床に入院する７０歳以上の

被保険者の生活療養（食事療養ならびに温度、照明および給水に関する適切な療養環

境の形成たる療養）に要した費用について、被保険者が負担する生活療養費標準負担

額を除いた額を入院時生活療養費として支給することとなっている。 

３．高額療養費 

  被保険者が同一月に同一保険医療機関等で受けた療養に関し、一部負担金の額が自

己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給することをいう。 

〇自己負担限度額（月額）                        （単位：円）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※〔  〕内は多数該当（過去１２か月間に同一世帯での支給が４回以上）の場合  
※平成３０年８月改正  

区 分

７０歳以上

国保世帯全体個人単位

（外来のみ）

世帯単位

（外来＋入院）

現役並み所得者Ⅲ

（課税所得690万

円以上）

252,600

+(医療費-842,000)×1％

〔140,100〕

901万円超

(基礎控除後所得）

252,600

+(医療費-842,000)×1％

〔140,100〕

現役並み所得者Ⅱ
（課税所得380万

円以上）

167,400

+(医療費－558,000)×1％

〔93,000〕

600万円超

901万円以下

(基礎控除後所得）

167,400

+(医療費－558,000)×1％

〔93,000〕

現役並み所得者Ⅰ

（課税所得145万

円以上）

80,100

+(医療費-267,000)×1％

〔44,400〕

210万円超

600万円以下

(基礎控除後所得）

80,100

+(医療費-267,000)×1％

〔44,400〕

一 般
18,000

（年間上限144,000）

57,600

〔44,400〕

210万円以下

(基礎控除後所得）

57,600

〔44,400〕

低所得者Ⅱ 8,000 24,600
市町村民税

非課税

35,400

〔24,600〕
低所得者Ⅰ 8,000 15,000
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(1)世 帯 合 算 … 同一世帯で同一月に支払った一部負担金のうち２１，０００円以上

のもの（７０歳以上の者については全ての一部負担金）を合算した額。 

 (2)多 数 該 当 … 直近の１２ヶ月間で高額療養費が３回以上支給された場合、４回目

以降に適用。 

 (3)現役並み所得者 … 同一世帯に課税所得が１４５万円以上である７０歳以上の者がいる

者。 

 (4)低所得者Ⅰ … 被保険者全員が市町村民税非課税で、かつ、世帯全員の所得がない

世帯に属する者。 

 (5)低所得者Ⅱ … 被保険者全員が市町村民税非課税世帯に属する者。 

 

４．訪問看護療養費 

  指定訪問看護を受けた場合において、必要と認められるときは、その指定訪問に要

した額から一部負担金を控除した額を支給することをいう。 

５．療養費 

  療養の給付を行うことが困難な場合や緊急その他やむをえない事情がある場合等に

おいて、被保険者が一時医療機関に支払った費用に対して、一部負担金相当分を除い

た額を支給することをいう。 

６．移送費 

  負傷、傷病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性

があって移送されたと保険者が認めた場合に、現に要した費用を限度として現金給付

することをいう。 

７．療養諸費  費用額 

  療養の給付、入院時食事療養費・入院時生活療養費、訪問看護療養費、療養費、移

送費の総称であり、国保における総医療費を意味する。 

８．保険者負担分 

  療養諸費  費用額のうち保険者が負担する費用であるが、高額療養費は含まれてい

ない。 

９．一部負担金 

  療養諸費  費用額のうち被保険者が負担する費用であり、高額療養費（現金給付）

が含まれている。 

１０．その他の保険給付 

  出産育児一時金、葬祭費等の給付。  
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 Ⅱ  諸率  

１．年間平均被保険者数（世帯数） 

  市町：平成３１年３月から令和２年２月までの各月末における被保険者数（世帯

数）の合計を１２で除したもの。 

  組合：平成３１年４月から令和２年３月までの各月末における被保険者数（世帯

数）の合計を１２で除したもの。 

２．件数 

  診療報酬明細書（レセプト）の枚数。診療費については、支給決定された件数。 

３．日数 

  診療に要した実日数。 

４．受診率（被保険者１００人当たり受診件数） 

  入院・入院外・歯科および計ごとに、年間件数を年間平均被保険者数で除して得た

数に１００を乗じて得た数。 

５．１件当たり日数 

  入院・入院外・歯科および計ごとに、年間日数を年間件数で除した数。 

６．１人当たり診療費 

  入院・入院外・歯科および計ごとに、年間診療費費用額を年間平均被保険者数で除

した数。 

７．１人当たり療養諸費費用額 

  年間療養諸費費用額を年間平均被保険者数で除した数。  

 

 Ⅲ  その他  

国民健康保険の被保険者を次のように区分した。 

 一般被保険者  … 退職被保険者等以外の者。 

 退職被保険者等  … 被用者年金の老齢（退職）年金受給者であり被用者年金の加入期

間が２０年以上であるか、４０歳以降１０年以上である者および

その被扶養者。  
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療養（医療）諸費内訳表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 入  院   入院外   歯  科     調  剤   入院時食事・訪問看護   療  養  費     移送費  

                    生活療養費   療養費  

 療  養  諸  費  

 

 

 療養の給付等  

 

 療養費等  

 

 療養費  療養の給付  

 

 診療費  

 


